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■個人の市・県民税の税制改正 ･･･････････････ 2

■企業立地促進補助金制度改正 ･･･････････････ 3

■梅雨・台風シーズンを前に！ ･･･････････････ 4

■くらしに役立つ金融・経済セミナー ･･････ 5

■安野光雅展 ･･･････････････････････････････････････ 6

■ハート・バリアフリー ････････････････････････ 7

■遥かな町へ／韓日記 ･･･････････････････････････ 8

■インフォメーション ･･･････････････････ 9 ～ 14

■健康ファイル ･･････････････････････････････････････ 15

■どうぞ・どうそ/きてみてね/地区の話題 ･････ 16倉吉市合併記念式典
市民芸能文化フェア

　倉吉市と関金町との合併を記念して式典と、市民芸能文化フェ

アが 5 月 21 日（土）倉吉未来中心大ホールで開催され、多くの

市民が参加し、ともに祝いました。
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改　正　内　容 改　　正　　後 改　　正　　前

①
納税義務のある夫と同じ市町村
に住所を有する生計一の妻の均
等割非課税措置の段階的廃止

平成 17 年度 :1/2 を課税。市 1,500 円　県 500 円 
平成 18 年度以降 : 全額課税。市 3,000 円　県 1,000 円 

（平成 17 年度以降、森林環境保全税 300 円を県民税に上
乗せします）

均等割を非課税とする

②

配偶者控除と配偶者特別控除と
の重複取得の廃止 

（配偶者控除と配偶者特別控除の
いずれか一方しか取得できなくな
りました）

所得 0 ～ 380,000 円までは配偶者控除のみ取得できる 
所得 380,001 円～ 759,999 円まで段階的に配偶者特別控
除を取得できる

所得 0 ～ 380,000 円までは配偶者
控除を取得できる 
所得 0 円～ 759,999 円まで段階的
に配偶者特別控除を取得できる

③ 分離長期譲渡の税率 5％（市 3.4％　県 1.6％） 6％（市 4％　県 2％）

④ 分離短期譲渡の税率 9％（市６％　県３％）
12％ ( 市９％ , 県３％ ) または上積
税額× 110％のいずれか多い税額

⑤ 分離長期譲渡の 100 万円控除廃止 廃止 100 万円を控除

⑥
分離譲渡とその他の所得との損
益通算の廃止

分離長期譲渡と分離短期譲渡の間のみ認められる
譲渡所得以外の所得との通算が認
められる

⑦ 配当割の税額控除の創設
平成 17 ～ 20 年度　3％　（市 2％　県 1％）…優遇税率 
平成 21 年度以降　5％　（市 3.4％　県 1.6％）

なし

⑧
株式等譲渡所得割の税額控除の
創設

平成 17 ～ 20 年度　３％（市２％　県 1％）…優遇税率 
平成 21 年度以降　５％（市 3.4％　県 1.6％）

なし

改　正　内　容 改　　正　　後 改　　正　　前

①
老年者控除の廃止 

（その年の 1 月 1 日現在で 65 歳に達していた人）
廃止 所得控除：48 万円

②
年齢 65 歳以上の人の公的年金等控除額の縮小 

（他の所得でいう必要経費に相当するもの） 
（その年の１月１日現在で 65 歳に達していた人） 

最低保障額：120 万円
定額控除：50 万円

最低保障額：140 万円
定額控除：100 万円

③

年齢 65 歳以上の人の人的非課税の段階的廃止 
（前年の合計所得が 125 万円以下の人の非課税措置
の廃止） 

（平成 18 年１月１日現在で 65 歳に達していた人）

平成 18 年度：
   所得割・均等割を１／３課税 
平成 19 年度：
   所得割・均等割を２／３課税 
平成 20 年度以降：全額課税

所得割・均等割のいずれも非課税

④ 定率減税の縮減 税額の 7.5％を控除（上限２万円） 税額の 15％を控除（上限 4 万円）

個人の市・県民税の税制が改正されます（お知らせ）

＊上記③と④の区別は、譲渡した年の 1 月 1 日現在で、所有期間が 5 年超を「長期」、5 年以下を「短期」と区別します。
その他
１．森林環境保全税の創設
　鳥取県では平成 17 年度以降の個人県民税の均等割額に 300 円を上乗せし、森林環境保全税を徴収します。
２．前納報奨金の廃止
　倉吉市では平成 17 年度以降の前納報奨金を廃止しました。（固定資産税・国民健康保険料も廃止しました。）
　なお、口座振替で「全期前納」を申込み済の人で、「期別納付」に変更されたい人は、市税務課または国民健康保険課に、お問
い合わせください。

（参考）上記②の改正による、年齢 65 歳以上の人の公的年金の所得計算は次のとおり変更となります。

平成１８年度分以降 平成１７年度分まで

収入金額 所得金額 収入金額 所得金額

３３０万円以下 収入金額－１２０万円 ２６０万円以下 収入金額－１４０万円

４１０万円以下 収入金額×０．７５－　３７．５万円 ４６０万円以下 収入金額×０．７５－　７５万円

７７０万円以下 収入金額×０．８５－　７８．５万円 ８２０万円以下 収入金額×０．８５－１２１万円

７７０万円超 収入金額×０．９５－１５５．５万円 ８２０万円超 収入金額×０．９５－２０３万円

平成 17 年度分以降に実施される税制改正内容

平成 18 年度分以降に実施される税制改正内容
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企業立地促進補助金制度が改正になりました

補助対象事業
投下固定

資産額

新規常用

雇用者数
補助金額 限度額 特記事項

製造業

その他市長が地域経済の活性化に

寄与すると認める事業

５億円超 10 人以上
投下固定資産額

×３％
３千万円

埋蔵文化財調査費

× 10％

( 限度額 1 千万円 )

１億円超 5 人以上
投下固定資産額

×３％
1 千 5 百万円

〃

（常用雇用者数 30 人未満の企業に

限る）（新設）

３千万円超 2 人以上
投下固定資産額

×３％
３百万円
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【主な改正内容】　太線で囲んだ　　　部分が新設。下線部分が改正箇所　

＜改正後＞新制度　

　企業誘致による市民の雇用確保、経済の活性化を実現するため、企業立地促進補助金により、企業の新設、増

設を支援していますが、今回、現行制度では対象外となっていた、中小規模企業について補助金の交付要件を緩

和し、中小規模企業の育成を図る制度として充実させるため、補助金制度の改正を行いました。

　なお、同時に、補助率の引下げ、限度額の引下げなど制度内容を変更しました。　

※問い合わせ先：商工観光課　企業立地推進室（ 22-8129/  22-8136）

＜改正前＞

補助対象事業
投下固定

資産額

新規常用

雇用者数
補助金額 限度額 特記事項

製造業

その他市長が地域経済の活性化に

寄与すると認める事業

５億円超 10 人以上
投下固定資産額

× 10％
1 億円 埋蔵文化財調査費

× 30％

( 限度額 3 千万円 )１億円超 5 人以上
投下固定資産額

× 10％
5 千万円

好評だった足湯コーナー
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６月は土砂災害防止月間
　土砂災害は、降雨などに伴い突然発生し、私たちの生

命や財産を一瞬にして奪い、地域に深刻な被害をもたも
たらします。
　もしものときのために、日ごろから次のことに備えま
しょう。
１．避難する道に危険な場所がないか、日ごろから調べ

ておきましょう。
２．土砂災害の多くは雨が原因で起こります。１時間

20 ミリ以上、または降り始めから 100 ミリ以上になっ
たら要注意！気象情報などに気を配りましょう。

３．危険箇所図は最寄りの土木
事務所、市町村役場などで見
ることができます。日ごろか
らどこが危険か、避難場所は
どこか確認しておきましょ
う。

※問い合わせ先：建設課
（ 22-8169/  22-8179）

梅雨・台風シーズンを前に！

日ごろから災害に備えましょう

　平成 15 年 5 月 13 日の未

明に、「肥料桑田」の建物から

火災が発生し、建物が消失して

２年たちました。多くの市民か

ら火災跡地の復興を願ってたく

さんの寄付金が寄せられたこの

地に、二度とこのような火災が

起こらないようにと、防災セン

ター「くら用心」がオープンし

ました。

　２年後のこの日、オープンを

記念して京都市景観企画課の梅

津章子氏（前文化庁技官）より、

「京都市における景観保全施策

と防災事業の取組み」について

防災事業の先進地のようすを聞

きました。　

防災センター「くら用心」オープン

日ごろから備えましょう




